
○ 国土交通省では、水辺を活かして地域の賑わい創出を目指す取組“かわまちづく
り”を推進するため、平成２１年度に「かわまちづくり」支援制度を創設し、市町
村の申請に基づき計画の登録を行い、ハード・ソフト両面から支援を行っていま
す。

○ 令和３年８月２０日付けで、全国で新たに６箇所、熊本県内では、宇土走潟地区
かわまちづくりが登録となりました。

○ 今般、登録証の伝達式を下記のとおり行いますので、お知らせします。

令和３年９月１３日 
宇 土 市 
熊本河川国道事務所 

「かわまちづくり登録証伝達式」を行います。

◆「宇土走潟地区かわまちづくり登録証伝達式」
  日 時：令和３年９月１５日（水） １４時００～１４時３０分予定
  会 場：宇土市役所仮設庁舎 ２階来賓室
  出席者：宇土市長
      国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所長
      走潟地区かわまちづくり協議会会長        他

◆宇土市から申請された「かわまちづくり」計画に基づき、国土交通省では同地区に
おいて、地域と連携し、にぎわいのある水辺空間を創出し、宇土市が進める魅力あ
るまちづくりを支援します。

※コロナ感染症対策のため、取材を希望される方は事前登録をお願い致します。

◆問い合わせ先 
宇土市 企画部 企画課             TEL0964-22-1111（代表） 
                 企画課長   宮﨑 英児 
国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 TEL096-382-1111（代表） 

技術副所長  宮本 浩   （内線204） 
河川管理課長 中島 康彦 （内線331）



「かわまちづくり登録証伝達式」を開催します。 
伝達式は公開で行いますが、新型コロナウイルス感染症対策の実施、並びに式の進行を円
滑に行うため、取材にあたっては、下記事項についてご協力いただきますようお願いします。 

記 

【特記事項】 

  新型コロナウイルス感染症対策として、密集・密接を避けるにあたり、人と人の間隔を

２ 確保しますので、取材を希望される際には、事前に参加される代表者、人数の報告を

お願い致します。 

  ※マスクの着用及び検温へのご協力をよろしくお願いいたします。 

1. 取材を希望される際は、9/14（火）17:00までに別紙の事前登録書を 
下記までご提出ください。 
○宇土市 企画部 企画課 企画政策係 TEL0964-22-1111（代表） 
                   FAX0964-22-2928 

2. 式内では、「報道関係」と表示された席に、ご着席ください。 

3. 式中、出席者へ直接取材することはご遠慮ください。 

4. その他、取材にあたっては、係員の指示に従ってください。 

報 道 機 関 の 皆 様 へ 
取材にあたってのお願い 



別 紙 

事 前 登 録 書 

 令和３年９月１５日（水）の「宇土走潟地区かわまちづくり」登録証伝達式に

つきまして，当日の進行を円滑に進めるため，取材を希望される報道機関の方に

おかれましては，事前登録のご協力をお願いいたします。 

事前登録受付：令和３年９月１４日（火）１７：００まで 

１．報道機関名                

２．登録者情報 

氏名（代表者） 連絡先 

３．人数（代表者含む）          人 

【連絡先】 

                 宇土市企画課 宮﨑・園田 

                 ℡ 0964-22-1111（代表） 

                 Fax 0964-22-2928 



「宇土走潟地区かわまちづくり」（熊本県宇土市）

１．概要
宇土市では、「第6次宇土市総合計画」において「すべての市民が日常的にスポーツに取り
組み、心身ともに健康に暮らせるまちづくり」に努めることとしています。また、走潟地区には多
くの文化財・史跡が残るほか、緑川や浜戸川には重要湿地等の自然環境資源もあり、「まち
づくり」と「かわづくり」の一体化を図る取り組みを進めています。

う と は し り が た ち く

対象河川 ： 一級河川 緑川水系緑川 【国管理河川】

市町村名 ： 熊本県宇土市

推進主体 ： 宇土市

みどりかわ みどりかわ

う と し

う と し

※今後、工事実施のための詳細な設計等を実施することにより、実施内容を変更する場合があります。

２．ハード施策の内容
国土交通省 ： 高水敷整正、河川管理用通路、親水護岸 等

宇土市 ： 駐車場、アーチェリー場、高台整備（避難場所）、トイレ 等

３．ソフト施策の内容
国土交通省 ： 都市・地域再生等利用区域の指定 等

宇土市 ： 各種イベントの開催、パンフレット作成 等

この取組を充実させるため、本計画では、旧河道の水際での親水護岸・カヌー乗り場の整備による安全に水辺に親
しむ環境の形成や、高水敷での広場・アーチェリー場の整備によるスポーツ交流拠点の創出によって、走潟地区の賑
わい創出を図ります。

国土交通省では、この取組に対し、必要な河川管理施設の整備のほか、河川空間において営利活動を実施する場
合には、河川占用敷地許可準則２２条に基づく、都市・地域再生等利用区域の指定等の支援を実施していきます。

位置図

走潟地区

河川管理用通路

親水護岸
アーチェリー場

高台整備＜避難場所＞

平常時 災害時

高水敷整正

トイレ

国土交通省 宇土市

【整備分担】

整備イメージ
多目的広場

平常時は農産物直売所やオープンカフェを設けるなど地元住民と来訪者が交流
できる賑わいの場、災害時は緊急避難場所として活用 マルシェ

利活用イメージ

駐車場



かわまちづくり支援制度 ～良好なまち空間と水辺空間の形成～

河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれに繋がるまちを活性化するため、地域の景観、歴史、文化
及び観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、民間事業者及び地元住民と
河川管理者の連携の下、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指します。

＜ソフト対策＞
優良事例等に関する情報提供のほか、河川敷の
イベント広場やオープンカフェの設置等、地域
のニーズに対応した河川敷地の多様な利用を可
能とする「都市・地域再生等利用区域」の指定
等を支援

＜ハード支援＞
治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川
管理施設の整備を通じ、まちづくりと一体と
なった水辺整備を支援

【 支援制度による支援 】 【 申請に関する手続フロー 】

【 活用例 】

参 考

【登録の条件】※２２９地区登録（令和２年３月時点）

①地域の創意としての「知恵」を活かした計画を対象
②利活用方策が地域において明確となっているものを対象
③施設の維持管理に地域の協力が得られるものを対象

水辺のアウトドアラウンジ
（信濃川/新潟市）

リバーポートパーク
（木曽川/美濃加茂市）


